
様式第２１号

 eq \o\ad(工事変更請負契約書,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
１　工事番号

２　工事名

　上記の工事について、発注者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と受注者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とは、　　　　　年　　　月　　日付けで当事者間で締結した工事請負契約について、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条によって公正な工事変更請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

第１条　工期を次のように改める。

　　　　　　着　工　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　完　成　　　　　　年　　　月　　　日

第２条　請負代金額を　　　　　　　　　　円

　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　　円）増額（減額）する。

第３条　契約保証金額を　　　　　　　　　　　　円増額（減額）する。

第４条　解体工事に要する費用等を別紙のとおり（とする）改める。

第５条　工事請負契約書に添付の設計書、図面、仕様書（土木工事共通仕様書及び特記仕様書を含む。）を別冊のとおり改める。

第６条　工事請負契約書第38条第１項中「　　回」を「　　回」に改める。

第７条　工事請負契約書第40条第１項中各会計年度における請負代金の支払の限度額を次のように改める。
　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　円
第８条　工事請負契約書第40条第２項中支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を次のように改める。

　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　円

第９条　工事請負契約書第42条第３項中各会計年度において部分払を請求できる回数を次のように改める。

　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　回

　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　回

　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　回

　この契約の証として、書面又は電磁的記録により契約書を作成する。書面により契約書を作成する場合は、本書２通を作成し、発注者及び受注者がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保有する。電磁的記録により契約書を作成する場合は、発注者及び受注者がそれぞれ電子署名を行い、各自その電磁的記録を保存する。

なお、電磁的記録により契約書を作成する場合は、受注者が先に電子署名を行った後、発注者が電子署名を行い、発注者が電子署名を行った日をもって契約締結日とする。
　　　　年　　月　　日　

住　所

　　発　　注　　者

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

住　所

　　受　　注　　者
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　注１　変更事項のない条がある場合は、次のいずれかの方法により訂正して使用する
こと。

（１）　変更事項のない条の規定を削除し、以下繰り上げて使用する。

（２）　変更事項のない条の規定を二重線で削除し、余白に「第○条削除」と記載し、発注者及び受注者がそれぞれ押印の上、使用する。
注２　電磁的記録により契約書を作成する場合は、必要に応じて、「年月日」及び
「印」を削除する。なお、契約書に契約日を記載する場合、「なお、電磁的記録によ
り契約書を作成する場合は、受注者が先に電子署名を行った後、発注者が電子署名
を行い、発注者が電子署名を行った日をもって契約締結日とする。」は削除するこ
と。

